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告   示 

◎新潟県告示第371号 

クリーニング業法（昭和25年法律第207号）第８条の２第１項の規定による研修及び同法第８条の３の規定によ

る講習を次のとおり指定する。 

令和８年５月１日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 研修及び講習の主催者 

  東京都港区新橋６丁目８番２号 

  公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター（理事長 田中 秀樹） 

２ 研修及び講習の種類、日程、科目等 

(1) 第１型研修及び講習 

 ア 開催年月日、受講方法（受講場所）及び受講対象 

 開催年月日 受講方法 

（受講場所） 

受講対象 
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研

修
令和８年５月１日（金）～ 

令和９年３月31日（水） 

オンデマンド方式

（自宅等におけるオン

デマンド受講）

クリーニング所の業務に従事するクリーニン

グ師 

講

習

クリーニング所の業務に従事する者

イ 研修及び講習科目

・ 衛生法規及び公衆衛生（１時間）

・ 洗濯物の受取、保管及び引渡し（１時間）

・ 洗濯物の処理（１時間）

・ 繊維及び繊維製品（１時間）

・ レポート

３ 受講料 

(1) 研修

１人 5,000円

(2) 講習

１人 4,500円

◎新潟県告示第372号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第１項の規定に

より、指定自立支援医療機関を次のとおり指定した。 

令和８年５月１日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名 称 所 在 地 
担当する自立支

援医療の種類 

担当する 

医療の種類 
指定年月日 

北信越クリニック 上越市大和５－27－４ 精神通院医療 令和８年５月１日 

おおしまメンタル・皮ふ科ク

リニック
上越市大学前56－１ 精神通院医療 令和８年５月１日 

たかやま調剤薬局 十日町市春日町３－114 精神通院医療 令和８年５月１日 

上越妙高薬局 
上越市大和５丁目27番地

３ 
精神通院医療 令和８年５月１日 

もみじ薬局東三条店 
三条市東三条２丁目３番

４号 
精神通院医療 令和８年５月１日 

やすだ調剤薬局 阿賀野市保田1755番地６ 精神通院医療 令和８年５月１日 

◎新潟県告示第373号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定に

より、指定自立支援医療機関の指定を次のとおり更新した。 

令和８年５月１日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名 称 所 在 地 
担当する自立支

援医療の種類 

担当する 

医療の種類 
更新年月日 
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菊川脳神経内科クリニック 燕市杣木1428番地 精神通院医療 令和８年５月１日 

しなの薬局あがの店 阿賀野市市野山191－３ 精神通院医療 令和８年５月１日 

まの薬局 佐渡市長石396番地19 精神通院医療 令和８年５月１日 

調剤薬局ツルハドラッグ村上

荒川店 
村上市下鍜冶屋639番地 精神通院医療 令和８年５月１日 

ALPHAS薬局旭岡店 長岡市旭岡２丁目206番地 精神通院医療 令和８年５月１日 

訪問看護ステーションさいが

た 

上越市大潟区犀潟468番地

１ 
精神通院医療 令和８年５月１日 

◎新潟県告示第374号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第63

条の規定により、指定自立支援医療機関から次のとおり廃止の届出があった。 

令和８年５月１日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名 称 所 在 地 
担当する自立支

援医療の種類 

担当する 

医療の種類 
廃止年月日 

服部クリニック 加茂市幸町１－16－28          精神通院医療 令和８年３月31日 

たんぽぽ薬局 南魚沼市泉甲201－７ 精神通院医療 令和８年３月31日 

アイン薬局村上新町店 村上市新町６番52号 精神通院医療 令和８年３月31日 

みなみ調剤薬局 柏崎市西本町２－３－５ 精神通院医療 令和８年４月１日 

日の丸観光タクシー株式会社 

さくら訪問看護リハビリステ

ーション 

三条市東三条１－６－14 精神通院医療 令和８年４月１日 

望月薬局昭和町店 上越市昭和町１－３－３ 精神通院医療 令和８年５月１日 

たかやま調剤薬局 十日町市春日町三丁目114 精神通院医療 令和８年５月１日 

やすだ調剤薬局 阿賀野市保田1755番地６ 精神通院医療 令和８年５月１日 

アリア調剤薬局
三条市東三条２丁目３番

４号 
精神通院医療 令和８年５月１日 

◎新潟県告示第375号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

よる指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定した。 
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令和８年５月１日 

新潟県知事  花 角  英 世 

障害福祉サービ

スの種類
事業所の名称 所在地 事業者 

指定年月

日 

共同生活援助 
ハクア長岡みのりグループホ

ーム

長岡市金沢２丁目７番36

号 
株式会社Penfon 

令和８年

４月１日 

就労選択支援 
みのわの里スリージョブなが

おか 
長岡市浦9750番地 

社会福祉法人中越福

祉会 

令和８年

４月１日 

就労継続支援Ｂ

型 
FLAT LINK 長岡市平１丁目３番60号 

社会福祉法人平成福

祉会 

令和８年

４月１日 

就労継続支援Ｂ

型 
済生会県央なでしこワークス 三条市上須頃1159－２ 

社会福祉法人恩賜財

団済生会支部新潟県

済生会 

令和８年

４月１日 

就労継続支援Ｂ

型 
ウーリー見附

見附市本所１－６－37 

２階 
WOOOLY株式会社 

令和８年

４月１日 

生活介護 なぎの木 
糸魚川市横町５丁目11

番１号 

一般社団法人アルフ

ェラッツ 

令和８年

４月１日 

居宅介護 
一般社団法人晴る風と陽だま

りの庭 

上越市大潟区渋柿浜

1840番地３ 

一般社団法人晴る風

と陽だまりの庭 

令和８年

４月１日 
重度訪問介護 

共同生活援助 越善グループホーム 
上越市大和１丁目８番６

号 
株式会社越善 

令和８年

４月１日 

就労選択支援 魚野の家 南魚沼市八幡115番地４ 
社会福祉法人南魚沼

福祉会 

令和８年

４月１日 

就労選択支援 セルプこぶし工房
南魚沼市塩沢1379番地

４ 

社会福祉法人南魚沼

福祉会 

令和８年

４月１日 

◎新潟県告示第376号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定に

より、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり事業の廃止の届出があった。 

令和８年５月１日 

新潟県知事  花 角  英 世 

障害福祉サービス

の種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

廃止 

年月日 

共同生活援助 
グループホームさらんば

ん 
長岡市喜多町1435番 合同会社北陸ぺにい 

令和８年

３月31日 

自立訓練（生活訓

練） 
いからし工房 三条市月岡2672番地３ 

社会福祉法人県央福

祉会 

令和８年

３月31日 

居宅介護 
ヘルパーステーション北

条 
妙高市北条585番地１ 

社会福祉法人新井頸

南福祉会 

令和８年

３月31日 
同行援護 

自立訓練（生活訓

練） 
自立就労センターいずみ 五泉市中川新5545－１ 

社会福祉法人中東福

祉会 

令和８年

３月31日 

自立生活援助 夕映えの郷 上越市大潟区犀潟410－５ 
社会福祉法人上越頸

城福祉会 

令和８年

３月31日 

就労移行支援 夕映え耕房 上越市大潟区犀潟410－５ 
社会福祉法人上越頸

城福祉会 

令和８年

３月31日 
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居宅介護 
つむぎホームヘルプセン

ター
南魚沼市仙石１番地18 

社会福祉法人南魚沼

福祉会 

令和８年

３月31日 
重度訪問介護 

自立生活援助 相談支援事業所deed 
胎内市中村浜字築地原699

－128 

社会福祉法人新潟慈

生会 

令和８年

３月31日 

◎新潟県告示第377号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の指定障害児通所支援事業者を次のとおり指定した。 

令和８年５月１日 

新潟県知事  花 角  英 世 

障害児通所支援

の種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

指定年月

日 

居宅訪問型児童

発達支援 
発達支援ユニコーン 

長岡市千手２丁目10番

21号 ２階 
合同会社リレイズ 

令和８年

４月１日 

児童発達支援 

りとるうぃんぐ 
長岡市東蔵王２－３－

40 
社会福祉法人王神福祉会 

令和８年

４月１日 
放課後等デイサー

ビス 

放課後等デイサー

ビス 
フレデリーながおか

長岡市中島６丁目５－

46 
合同会社BlueWallet 

令和８年

４月１日 保育所等訪問支

援 

児童発達支援 
三条市児童発達支援

センター
三条市新堀1311番地 三条市 

令和８年

４月１日 
保育所等訪問支

援 

放課後等デイサー

ビス 
フレデリーしんまち 見附市新町１－１－１ 合同会社BlueWallet 

令和８年

４月１日 保育所等訪問支

援 

児童発達支援 

なぎの木 
糸魚川市横町５丁目11

番１号 
一般社団法人アルフェラッツ 

令和８年

４月１日 
放課後等デイサー

ビス 

放課後等デイサー

ビス 
マヒナの森 阿賀野市緑岡３番地15 

株式会社リハステーションみ

どりおか 

令和８年

４月１日 

◎新潟県告示第378号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20第４項の規定により、指定障害児通所支援事業者から次の

とおり事業の廃止の届出があった。 

令和８年５月１日 

新潟県知事  花 角  英 世 

障害児通所支援の種

類 
事業所の名称 所在地 事業者 

廃止年月

日 

放課後等デイサービ

ス フレデリーながおか 長岡市中島６丁目５－46 
株式会社ウィリ

ー 

令和８年

３月31日 
保育所等訪問支援 

児童発達支援 
三条市子ども発達ルーム 

三条市新堀1311番地三

条市役所栄庁舎内 
三条市 

令和８年

３月31日 保育所等訪問支援 
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放課後等デイサービ

ス 

元気館障害者デイサービスセ

ンター
柏崎市栄町18番26号 

社会福祉法人柏

崎刈羽ミニコロ

ニー

令和８年

３月31日 

放課後等デイサービ

ス フレデリーしんまち 見附市新町１－１－１ 
合同会社すいみ

ー 

令和８年

３月31日 
保育所等訪問支援 

◎新潟県告示第379号

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、五泉市の特定計量器定期検査を次のとおり実施す

る。 

令和８年５月１日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 検査の対象となる特定計量器 

 計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に規定する特定計量器 

２ 定期検査を行う日時等 

検査日時 検査場所 検査区域等 

６月１日（月） 

６月２日（火） 

６月３日（水） 

６月４日（木） 

６月５日（金） 

午前10時から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

五泉市東公園イベント館 五泉市全域 

６月８日（月） 

６月９日（火） 

６月10日（水） 

五泉市さくらんど会館 

１階エントランスホール 

６月11日から令和

９年３月15日まで。 

ただし、土・日曜日

及び祝日並びに12

月29日、同月30日、

同月31日を除く。 

午前９時30分から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

新潟県計量検定所 上記の未受検者 

特定計量器の所在の場所 特定計量器検定検査規則 

（平成５年通商産業省

令第70号）第39条第１項

に規定する特定計量器 

３ 実施機関 

新潟県指定定期検査機関 一般社団法人新潟県計量協会 

◎新潟県告示第380号

農産物検査法（昭和26年法律第144号）第17条第７項の規定により、地域登録検査機関の登録事項の変更の届出

があり、登録台帳への記載事項を次のとおりとした。 

令和８年５月１日 

新潟県知事  花 角  英 世 
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登録番号

　プログリー株式会社

代表者氏名 　代表取締役    岡村　雄一郎

主たる事務所

の所在地

登録の区分 　品 位 等 検 査

農産物の種類 　国 内 産 玄 米

玄　米

農産物検査
を行う区域

農 産 物 検 査 員

15040 登録年月日 令和４年６月28日

登録検査機関の名称

　新潟県新潟市北区太郎代字浜辺2665番地

成 分 検 査 業 務 受 委 託 先

氏　　　名 農産物の種類 証明書番号
受 委 託 の
区 分

登録検査機関
の 名 称

代表者 氏名
主たる事務 所の
所 在 地

備　　　考 　略称『プログリー（株）』　令和８年５月１日　農産物検査員１名の新規登録。検査員合計２名。

新 潟 県 宮下　由香里 K152026001

◎新潟県告示第381号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の規定により計画を定めて実施した次の県営土地改良事業の工事が

完了した。 

令和８年５月１日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 土地改良事業名 

  農業用用排水施設整備（基幹水利施設ストックマネジメント）事業 

２ 地区名及び受益市町村名 

  魚野川左岸（魚沼市） 

３ 工事完了年月日 

  令和８年２月10日 

◎新潟県告示第382号

国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

令和８年５月１日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 調査を行った者の名称及び地域 

調査を行った者の名称 調査を行った時期 成果の名称及び地域 

出雲崎町 令和元年度から 

令和４年度 

出雲崎町の地籍図及び地籍簿 

滝谷の一部 

柏崎市 令和３年度から 

令和５年度 

柏崎市の地籍図及び地籍簿 

西山町浜忠の一部 

新発田市 令和４年度から 

令和６年度 

新発田市の地籍図及び地籍簿 

浦等２単位区域 

２ 認証年月日 

令和８年４月20日 

◎新潟県告示第383号

建築士法（昭和25年法律第202号）第９条第１項の規定により、次のとおり二級建築士の免許を取り消した。

令和８年５月１日 

新潟県知事  花 角  英 世 

免許の取消しをした

年月日 

免許の取消しをした

建築士の氏名 

登録番号 免許の取消しの理由 

令和８年２月13日 笠井 修明 第14340号 申請 
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令和８年３月13日 関﨑 貴志 第16992号 死亡 

令和８年３月13日 小川 政之 第14211号 死亡 

◎新潟県告示第384号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第48条第15項の規定により、同条第１項ただし書きの規定による許可をす

ることについて、次のとおり公開による意見の聴取を行う。 

令和８年５月１日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 日時 

 令和８年５月26日（火）午後７時00分から 

２ 場所 

南魚沼市大和公民館 ２階 大会議室 

南魚沼市浦佐5175番地１ 

３ 意見の聴取の事由 

下記４による建築は、当該地域においては原則として禁止しているが、良好な住居の環境を害するおそれが

ないか、又は公益上やむを得ないかどうかについて利害関係者の意見を聴くため。 

４ 建築計画の概要 

(1) 申請者の住所及び名称

南魚沼市六日町180番地１

南魚沼市長 林 茂男

(2) 申請地

南魚沼市浦佐5278番２の一部、5278番３、5278番４、5278番５の一部、5174番１、5175番１

(3) 主要用途

中学校、集会場

(4) 工事種別

増築

(5) 構造・規模

木造ほか 地上３階（うち、増築部分 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造 地上３階）

建築面積 6,785.12平方メートル（うち、増築部分 6,761.16平方メートル）

延べ面積 11,962.91平方メートル（うち、増築部分 11,938.95平方メートル）

公 告 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

令和８年５月１日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 コメリハード＆グリーン小出店 

所在地 魚沼市中原字土井下246番１ 

設置者 株式会社コメリ 

２ 変更事項 

(1) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

・駐輪場の位置及び収容台数

（変更前）届出書に添付された図面のとおり

（変更後）届出書に添付された図面のとおり

・荷さばき施設の位置及び面積
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（変更前）届出書に添付された図面のとおり 

（変更後）届出書に添付された図面のとおり 

(2) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

・大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

（変更前）午前９時00分から午後９時00分

（変更後）午前６時30分から午後９時00分

・来客が駐車場を利用することができる時間帯

（変更前）午前８時30分から午後９時30分

（変更後）午前６時00分から午後９時30分

・駐車場の自動車の出入口の数及び位置

（変更前）届出書に添付された図面のとおり

（変更後）届出書に添付された図面のとおり

３ 変更年月日 

(1) 令和８年12月21日

(2) 令和８年４月21日

４ 変更の理由 

配置計画及び店舗運営計画変更のため 

５ 届出年月日 

令和８年４月20日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働部地域産業振興課 

（なお、魚沼市産業経済部商工課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

令和８年５月１日から令和８年９月１日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

地域産業振興課 小規模企業支援係 

電   話 025－280－5235 

Ｅメ ー ル  ngt050100@pref.niigata.lg.jp 
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